
羽生市ぎかいだより第１８１号 ����平成２０年２月１５日

○
議
案
第
七
十
一
号　

羽
生
市
部

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例・
質
疑　

今
回
の
組
織
改
正
の
ポ

イ
ン
ト
と
今
後
予
定
し
て
い
る
民

間
委
託
、
指
定
管
理
者
に
つ
い
て

・
答
弁
（
市
長
・
企
画
財
政
部
長
）

　

今
回
の
組
織
改
正
は
、
職
員
四

百
人
体
制
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
、

こ
の
改
正
に
よ
り
組
織
の
活
性
化

を
図
り
、
市
の
実
情
に
即
し
た
体

制
づ
く
り
を
進
め
る
。
職
員
一
丸

と
な
り
行
政
課
題
へ
の
対
応
と
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て
い

き
た
い
。

　

ま
た
、
民
間
委
託
や
指
定
管
理

者
制
度
に
つ
い
て
は
、
行
政
改
革

大
綱
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
掲
げ
て

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
民

間
委
託
や
指
定
管
理
者
に
移
行
す
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議
案
に
対
す
る
質
疑

島
村　
勉　
議
員

○
議
案
第
七
十
一
号　

羽
生
市
部

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例・
質
疑　

組
織
改
正
に
よ
り
管
理

職
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
課

を
超
え
た
業
務
の
応
援
体
制
が
今

後
も
図
れ
る
の
か
。
ま
た
、
質
の

高
い
業
務
が
で
き
て
い
る
か
ど
う

か
を
ど
こ
で
判
断
す
る
の
か
。

・
答
弁
（
企
画
財
政
部
長
）

　

羽
生
市
行
政
組
織
規
則
第
八
条

に
相
互
援
助
の
規
定
が
あ
り
、
今

後
も
引
続
き
部
や
課
を
超
え
て
の

対
応
は
可
能
と
考
え
て
い
る
。

　

質
の
高
い
業
務
と
は
、
専
門
性
、

創
造
性
、
効
率
性
、
迅
速
性
の
点
で

市
民
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
業
務

と
と
ら
え
て
お
り
、
そ
の
成
果
の

藤
倉　
宗
義　
議
員

業
、
家
族
介
護
支
援
事
業
、
そ
の

他
事
業
か
ら
な
り
、
介
護
が
必
要

な
高
齢
者
の
方
々
に
適
正
な
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
、
家
族
の

負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
、
認
知
症

高
齢
者
の
安
全
確
保
、
ひ
と
り
暮

ら
し
高
齢
者
の
生
活
の
安
定
、
身

体
機
能
の
回
復
な
ど
の
効
果
を
期

待
し
て
い
る
。

〈
そ
の
他
の
質
疑
〉

・
議
案
第
六
十
八
号
、
同
第
七
十

一
号

・
質
疑　

貸
付
額
は
い
く
ら
か
、

契
約
の
切
れ
る
五
年
後
は
ど
う
す

る
の
か
、
将
来
売
却
す
る
予
定
は

あ
る
の
か
。
ま
た
、
土
地
の
管
理

は
ど
ち
ら
が
行
う
の
か
。

・
答
弁
（
企
画
財
政
部
長
）

　

貸
付
額
は
、
一
�
当
た
り
三
百

六
十
円
、
貸
付
面
積
二
百
七
十

二
・
五
�
で
計
算
す
る
と
九
万
八

千
百
円
に
な
る
。
減
額
期
間
は
、

五
年
と
し
た
が
、
道
場
の
経
営
状

況
に
よ
り
、
継
続
す
る
こ
と
も
あ

り
う
る
も
の
と
考
え
る
。
土
地
の

売
却
に
つ
い
て
も
、
道
場
の
状
況

に
よ
っ
て
判
断
を
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
土
地
の
管
理
に
つ
い
て

は
、
貸
付
地
は
道
場
が
行
い
、
周

辺
は
市
で
行
う
考
え
で
あ
る
。

〈
そ
の
他
の
質
疑
〉

・
議
案
第
七
十
一
号

判
断
は
、
市
民
意
識
調
査
の
結
果

や
行
政
評
価
、
目
標
管
理
に
よ
る

達
成
度
の
検
証
な
ど
に
求
め
た
い
。

中
島　
直
樹　
議
員

○
議
案
第
七
十
三
号　

普
通
財
産

の
減
額
貸
付
に
つ
い
て

小
野　
幸
夫　
議
員

○
議
案
第
七
十
一
号　

羽
生
市
部

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例・
質
疑　

新
設
さ
れ
る
収
納
課
に

つ
い
て
、
滞
納
解
消
に
対
す
る
市

長
の
意
気
込
み
と
取
り
組
み
を
伺

い
た
い
。

・
答
弁
（
市
長
）

　

税
を
は
じ
め
と
す
る
滞
納
の
解

消
は
、
自
主
財
源
の
確
保
上
重
要

な
た
め
、
収
納
課
創
設
に
よ
り
効

果
的
な
徴
収
体
制
が
確
立
で
き
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

強
制
徴
収
権
の
あ
る
税
、
保
険

料
、
保
育
料
な
ど
に
つ
い
て
は
、

差
押
え
を
積
極
的
に
実
行
し
、
強

制
徴
収
権
の
な
い
市
営
住
宅
使
用

料
に
つ
い
て
は
、
簡
易
裁
判
所
を

通
じ
た
督
促
や
強
制
執
行
な
ど
の

法
的
手
段
の
強
化
を
図
っ
て
ま
い

り
た
い
。

○
議
案
第
六
十
九
号　

平
成
十
九

年
度
羽
生
市
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
三
号
）

・
質
疑　

包
括
支
援
事
業
に
お
け

る
任
意
事
業
の
内
容
及
び
事
業
効

果
に
つ
い
て

・
答
弁
（
市
民
福
祉
部
長
）

　

包
括
支
援
事
業
に
お
け
る
任
意

事
業
は
、
介
護
給
付
費
適
正
化
事

斉
藤　
隆　
議
員

べ
き
と
い
う
結
論
が
出
た
も
の
か

ら
順
次
実
施
し
て
い
き
た
い
。

本
会
議
傍
聴
の
様
子


